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小規模事業者持続化補助金＜一般型＞第１７回申請における様式４発行に係る必要書類（熊本商工会議所） 

【全事業者用】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必要書類 個人 法人 NPO 提

出

✓ 

様式１～３、 

様式５ 

小規模事業者持続化補助金<一般型>の電子申

請システムに必要事項を入力・一時保存しＰ

ＤＦ出力後に印刷したもの 

（公募要領 21 ﾍﾟｰｼﾞ並びに小規模事業者持続

化補助金＜一般型＞申請システム操作手引き

4・48・51 ページ参照） 

※様式１と５については申請システム入力画

面の申請情報並びに基本情報に該当します。 

○ 

 

直近の所得税の確定申告書（第一表、第二表） ○   

（青色申告の場合）青色申告決算書（１～４面） 青色申告のみ   

（白色申告の場合）収支内訳書（１～２面） 白色申告のみ   

（決算期を一度も迎えていない場合のみ）開業日が記載され

た（ない場合は無効）開業届の写しおよび開業以降売上が発

生していることを証する売上台帳等（任意様式） 

決算期を一度

も迎えていな

い場合のみ 

  

直近１期分の貸借対照表、損益計算書※損益計算書がない場合

は確定申告書（表紙および別表四（所得の簡易計算））の写し 
 

○ 
  

（決算期を一度も迎えていない場合）「収益事業開始届出書」

の写しおよび売上台帳等（任意書式）の写し 
 該当者のみ   

株主名簿（様式２「確認事項」欄に出資者の名前、出資比率

を記載されていない場合のみ） 
 該当者のみ   

貸借対照表および活動計算書（直近１期分）  ○  

（決算期を一度も迎えていない場合のみ）「収益事業開始届出

書」の写しおよび売上台帳等（任意書式）の写し 
 該当者

のみ 
 

現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（申請書提出日

から３か月以内の原本。法人は決算期を一度も迎えていない場合

のみ。） 

 

該当者のみ ○ 
 

直近１期分の法人税確定申告書（別表一および別表四（所得

の簡易計算））※収益事業を行っていても、免税されていて確

定申告書の提出ができない場合は申請不可。 

 
○ 

 

（決算期を一度も迎えていない場合のみ）「収益事業開始届出

書」の写しおよび売上台帳等（任意書式）の写し 
 該当者

のみ 
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【インボイス特例の場合】 

 
【賃金引上げ特例・賃金引上げ加点の場合】 

 

【経営力向上加点の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類 個人 法人 NPO 提出✓ 

様式２のイン

ボイス特例選

択者画面 

小規模事業者持続化補助金<一般型>の電子申請シ

ステムに必要事項を入力・一時保存しＰＤＦ出力

後に印刷したもの 

（公募要領 21 ﾍﾟｰｼﾞ並びに小規模事業者持続化補

助金＜一般型＞申請システム操作手引き 4・10・

20・48・51 ページ参照） 

○ 

 

＜登録済の事業者＞適格請求書発行事業者の登録通知書の写し 

＜電子申告（e-Tax）で登録申請手続中の事業者＞・登録申請データの

「受信通知」 

○登録申請データの「受信通知」は、下記ＨＰで確認可能です。ご参照

ください。 国税庁 HP：https://www.e-tax.nta.go.jp/ 

該当者のみ 

 

必要書類 個人 法人 NPO 提出✓ 

様式２の賃金引

上げ特例・賃金

引上げ加点画面 

小規模事業者持続化補助金<一般型>の電子申請シス

テムに必要事項を入力・一時保存しＰＤＦ出力後に

印刷したもの 

（公募要領 21 ﾍﾟｰｼﾞ並びに小規模事業者持続化補助

金＜一般型＞申請システム操作手引き 4・10・20・

48・51 ページ参照） 

     ○ 

 

直近１か月間における、労働基準法に基づく賃金台帳（役員、専従者

従業員を除く全従業員分）の写し 

※申請時点において退職している従業員は除く。 

※仮に事業場内最低賃金が年報による場合は、直近１年間の年俸総額 

と所定労働時間数が分かる賃金台帳の写しを提出。 

※賃金台帳は公式サイト内の「参考資料」の記載内容を満たしている 

必要あり。 

 

役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件（１日の所定労働時

間、年間休日）が記載された書類の写し（例：雇用契約書、労働条件

通知書等） 
 

（赤字事業者（法人）のみ）直近１期に税務署へ提出した、法人税申

告書の別表一・別表四   
該当者 

のみ 
  

必要書類 個人 法人 NPO 提出✓ 

基準日までに認定を受けた「経営力向上計画」の認定書の写し ○  
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【事業承継加点の場合】※様式１０（事業承継診断票）の発行を依頼してください。 

 

【くるみん・えるぼし加点の場合】 

【小規模事業者卒業加点の場合】 

 

【住宅宿泊事業者が改装の費用を計上する場合】 

 

【東日本大震災加点の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類 個人 法人 NPO 提出✓ 

代表者の生年月日が確認できる公的書類（例:運転免許証写し、健康保険

証写し、住民票原本）※マイナンバー記載の場合は、番号を黒塗り 

○ 

 

「後継者候補」の実在確認書類 

（① 会社で「他の役員（親族含む）」の場合：「現在事項全部証明書また

は履歴事項全部証明書」（申請書の提出日から３か月以内の日付の

原本）（または役員に就任していることが分かる書類の写し） 

（② 会社または個人事業主で「従業員（親族含む）の場合：当該従業員

にかかる「雇用契約書」の写し（または当該従業員を雇用している

ことが分かる書類の写し） 

（③ 個人事業主で「家族専従者」の場合：必須の提出書類である「確定

申告書または青色申告決算書」において専従者であることが確認可

能なら、追加資料は不要。 

（④ ①～3以外の場合：実在確認用の公的書類（本人の運転免許証の写

しや住民票等） 

 

必要書類 個人 法人 NPO 提出✓ 

労働基準法に基づく最新の労働者名簿（常時使用する従業員分のみ） ○  

必要書類 個人 法人 NPO 提出✓ 

住宅宿泊事業法第３条第１項の届出書の写し 

（書面で届出をした場合は、「住宅―宿泊事業法第３条第１項の届出書」

を提出し、電子で届出をした場合は、民泊制度運営システムの「事業者届

出情報」を印刷したものを提出） 

○  

基準適合一般事業主認定通知書の写し ○  

必要書類 個人 法人 NPO 提出✓ 

食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書（受領印押印済み）の写し ○  


